
令
和
五
年
五
月
九
日

一

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

令

和

五

年

第

四

〇

七

号

五

月

九

日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
規
　
　
　
　
　
則

大
分
県
特
殊
詐
欺
等
被
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正  

一

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

公
有
水
面
埋
立
て
の
承
認  

一

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可  

二

ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託  

二

大
洲
総
合
運
動
公
園
及
び
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託  

二

大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
及
び
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の

委
託  

三

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
特
殊
詐
欺
等
被
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

大
分
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

大
分
県
特
殊
詐
欺
等
被
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
特
殊
詐
欺
等
被
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
十
号
中
「
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
発
行
す
る
同

条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
五
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
二
百
二
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
の
埋
立
て
を
承
認
し
た
。

　
　

令
和
五
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

承
認
の
年
月
日

　
　

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日

二　

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
七
号

　
　
　

国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局

　
　
　
　

代
表
者　

国
土
交
通
省
九
州
地
方
整
備
局
長　

藤　

巻　

浩　

之

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

      　

国
東
市
安
岐
町
下
原
字
大
海
田
十
三
の
二
番
地
の
地
先
公
有
水
面 

　

２　

区
域

　
　

  　

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
一
の
地
点
と
二
の
地
点
を
結
ぶ
令
和
四
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
プ
ラ
ス
二
・

八
○
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
既
設
護
岸
と
の
境
界
線
、
二
の
地
点
か
ら
六
の
地
点
ま
で
を

順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
一
の
地
点
と
六
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

一
の
地
点  　

国
東
市
安
岐
町
下
原
一
五
七
番
地
の
国
土
地
理
院
野
村
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
二
七

分
五
九
秒
五
四
七
六
、
東
経
一
三
一
度
四
二
分
五
六
秒
四
六
一
二
）
か
ら
九
四
度
四
五
分
一

六
秒
一
、
九
二
六
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

二
の
地
点　

一
の
地
点
か
ら
九
○
度
○
一
分
一
○
秒
一
二
三
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

三
の
地
点　

二
の
地
点
か
ら
二
一
一
度
三
四
分
一
六
秒
九
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

四
の
地
点　

三
の
地
点
か
ら
一
八
○
度
〇
分
○
秒
四
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

五
の
地
点　

四
の
地
点
か
ら
二
七
〇
度
〇
分
○
秒
一
一
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

六
の
地
点　

五
の
地
点
か
ら
○
度
〇
分
○
秒
四
一
・
六
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

五
、
六
九
五
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
工
区
域



令
和
五
年
五
月
九
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　

１　

位
置

    　

  
国
東
市
安
岐
町
下
原
字
大
海
田
十
三
の
二
番
地
の
地
内
及
び
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

  　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
エ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域  

　
　

ア
の
地
点  　

国
東
市
安
岐
町
下
原
一
五
七
番
地
の
国
土
地
理
院
野
村
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
二
七

分
五
九
秒
五
四
七
六
、
東
経
一
三
一
度
四
二
分
五
六
秒
四
六
一
二
）
か
ら
九
四
度
五
六
分
一

九
秒
一
、
七
三
七
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点　
　
　

　
　

イ
の
地
点　

ア
の
地
点
か
ら
九
○
度
○
○
分
○
○
秒
五
二
五
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

ウ
の
地
点　

イ
の
地
点
か
ら
一
八
○
度
○
○
分
○
○
秒
二
五
八
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　

エ
の
地
点　

ウ
の
地
点
か
ら
二
七
○
度
○
○
分
○
○
秒
五
二
五
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

一
三
五
、
八
○
一
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

埋
立
地
の
用
途

　
　

空
港
用
地

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
五
年
五
月
九
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

佐
伯
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

佐
伯
都
市
計
画
道
路
事
業

　
　

三
・
六
・
十
四
号　

馬
場
常
盤
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

  　

令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
佐
伯
市
臼
坪
、
蟹
田
及
び
常
盤
西
町
地
内
に

お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

  　

令
和
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
佐
伯
市
臼
坪
、
蟹
田
及
び
常
盤
西
町
地
内
に

お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
五
年
五
月
九
日

                                      　

 　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

東
京
都
多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
十
一
番
地

　
　
　

株
式
会
社
サ
ン
リ
オ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

小　

巻　

亜　

矢

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
洲
総
合
運
動
公
園
及
び
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託

し
た
。

　
　

令
和
五
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

大
分
市
青
葉
町
一
番
地

　
　
　

フ
ァ
ビ
ル
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
大
分
共
同
事
業
体

　
　
　
　

代
表
者

　
　
　
　
　

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
一
丁
目
一
―
一

　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
フ
ァ
ビ
ル
ス

　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

野　

田　
　
　

太

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



令
和
五
年
五
月
九
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園
及
び
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務

を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
五
年
五
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

大
分
市
東
春
日
町
一
番
八
号

　
　
　

株
式
会
社
大
宣

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

朝　

倉　

弘　

美

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で


